
令
和
五
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二
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二
十
八
日

一

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
教
育
委
規
則
）

令

和

五

年

号
　
外
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二
月
二
十
八
日
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規
　
　
　
　
　
則

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正  

一

　
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
規
則

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
改
正  

一

　
　
　
　
　
　
　
病
院
局
管
理
規
程

大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
改
正  

二

○
規
　
　
　
　
　
則

　
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

大
分
県
規
則
第
五
十
三
号

　
　
　
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
規
則
第
四
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
二
の
十
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
九
　
職
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

で
あ
つ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ
　
配
偶
者
、
父
母
、
子
（
配
偶
者
の
子
及
び

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す

る
養
育
里
親
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者

　
で
あ
る
職
員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

（
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
を
除

く
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
祖
父
母
、
孫
及
び
配
偶
者
の
父
母

の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ

た
こ
れ
ら
の
者
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い

う
。
）
を
行
う
場
合

ロ
　
義
務
教
育
終
了
前
の
子
の
母
子
保
健
法
第

十
二
条
若
し
く
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健

康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す

る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い

又
は
感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
学
校
等
の
臨

時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す
る
そ
の
子
の
世

話
を
行
う
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
義
務
教
育
終
了
前
の

子
が
二
人
以
上
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十

日
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必
要
と

認
め
る
日
又
は
時
間

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
教
育
委
員
会
規
則

　
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

大
　
分
　
県
　
教
　
育
　
委
　
員
　
会
　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

　
　
　
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
規
則

　
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
教
育
委

員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
第
一
項
の
表
の
十
の
項
中
「
地
方
公
務
員
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
」
を
加
え
、
同
表
の
二
十
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
二
　
職
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
で
あ
つ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
義
務
教
育
終
了
前

の
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十

日
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必
要

一
二
〇



令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

二

大
分
県
報
号
外
（
教
育
委
規
則
・
病
院
局
管
理
規
程
）

イ
　
配
偶
者
、
父
母
、
子
（
配
偶
者
の
子
及
び

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す

る
養
育
里
親
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
る
職
員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児

童
（
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
を
除

く
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
祖
父
母
、
孫
及
び
配
偶
者
の
父
母

の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ

た
こ
れ
ら
の
者
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い

う
。
）
を
行
う
場
合

ロ
　
義
務
教
育
終
了
前
の
子
の
母
子
保
健
法
第

十
二
条
若
し
く
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健

康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す

る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い

又
は
感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
学
校
等
の
臨

時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す
る
そ
の
子
の
世

話
を
行
う
場
合

と
認
め
る
日
又
は
時
間

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
病
院
局
管
理
規
程

　
大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

大
分
県
病
院
局
長
　
　
井
　
　
　
上
　
　
　
敏
　
　
　
郎
　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
号

　
　
　
大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
目
次
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
一
条
中
「
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県

条
例
第
二
十
三
号
）
」
を
「
給
与
条
例
」
に
、
「
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
」
を
「
給
与

規
程
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
二
の
十
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
九
　
職
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

で
あ
っ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ
　
配
偶
者
、
父
母
、
子
（
配
偶
者
の
子
及
び

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す

る
養
育
里
親
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
る
職
員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

（
同
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養

育
里
親
で
あ
る
職
員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の

同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の

意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子

縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。
）
に
同
法
第

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委

託
さ
れ
て
い
る
児
童
を
除
く
。
）
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
祖
父

母
、
孫
及
び
配
偶
者
の
父
母
の
看
護
（
負
傷

し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
れ
ら
の
者
の

世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合

ロ
　
義
務
教
育
終
了
前
の
子
の
母
子
保
健
法
第

十
二
条
若
し
く
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健

康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す

る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い

又
は
感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
学
校
等
の
臨

時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す
る
そ
の
子
の
世

話
を
行
う
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
義
務
教
育
終
了
前

の
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

日
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
日
又
は
時
間

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


